
 

技術指針の検討項目（論点） 

 

１ インジウム小検討会における検討項目 

（１）作業環境管理及び作業管理（主に手法に関し） 

（２）作業環境測定と管理すべき濃度基準 

（３）適切な保護具 

（４）健康診断とその事後措置 

 

２ 指針イメージ 

新通知 

（技術的指針） 

旧通知 

（平成 16 年 7 月 13 日付化学物質対策課長通知）  

１ 対象物質の概要 

指針の対象物質：水酸化インジウム、酸化イン

ジウム、インジウム・スズ酸化物（ITO） 

(1) 物理化学的性質 

 固体（粉末状～板状まで様々） 

(2) 有害性情報 

21 年度初期リスク評価書及びがん原性試験

結果から記載予定 

(3) 用途 

ITO の用途は、主にフラットパネルディスプ

レイ（FPD,液晶ディスプレイ、プラズマディ

スプレイ等）の透明導電膜 

(4) ばく露作業の概要 

ITO のライフサイクルは別紙○(資料 1-2) 

作業工程としては、酸化インジウム（固体）

製造、酸化スズ（粉末）と混合して ITO の製

造、ガラス板に蒸着させる（ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ）作業、

使用済み ITO のリサイクル 

【作業実態等の調査により明確化する】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 作業環境管理及び作業管理 

 事業者は、屋内作業場においてインジウム・

スズ酸化物等を製造し、又は取り扱う場所での

作業（以下「インジウム・スズ酸化物等取扱い

作業」という。）に従事する労働者がインジウ

ム・スズ酸化物等にばく露することを防止する

ため、次の措置を講じること。 

 

１ 作業環境管理及び作業管理 

 事業者は、屋内作業場においてインジウム・

スズ酸化物等を製造し、又は取り扱う場所での

作業（以下「インジウム・スズ酸化物等取扱い

作業」という。）に従事する労働者がインジウ

ム・スズ酸化物等にばく露することを防止する

ため、次の措置を講じること。 

 

資料２－１ 



(1) 設備に係る措置 

【事業者の作業改善状況を踏まえ、具体的な改

善措置を紹介】 

 次のいずれかの措置を講じること。 

 ア 遠隔操作の導入又は工程の自動化 

Ex.作業場に立ち入らずに作業が行えるよ

うにする 

  Ex.手作業を機械化する 

 イ 粉じんの発散源を密閉する設備の設置 

Ex.発散源となる設備・装置を覆い、粉じん

が拡散しないようにする。 

Ex.発散源となる装置を別室に区分して必

要時のみ立ち入る 

 ウ 局所排気装置の設置 

  エ プッシュプル型換気装置の設置 

 オ 湿潤な状態に保つための設備の設置 

Ex.治具、ぼろ等をオイル？等で湿潤化、オ

イルが蒸発した後も拡散しないよう、蓋付

き容器に保管 

＊ITO ターゲットのリサイクル工程における

措置も適宜追記 

(1) 設備に係る措置 

 

 

 次のいずれかの措置を講じること。 

ア 遠隔操作の導入又は工程の自動化 

 

 

 

イ 粉じんの発散源を密閉する設備の設置 

 

 

 

 

ウ 局所排気装置の設置 

エ プッシュプル型換気装置の設置 

オ 湿潤な状態に保つための設備の設置 

 

 

 

 

 

 

(2) 作業管理【新たに追記】 

単位作業場において作業管理を指揮する者の選

任を行う。作業管理を指揮する者に、以下の事

項を実施させる。 

ア 労働者が当該物質に暴露されないような

作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択 

イ 作業手順書の作成と周知徹底 

ウ 当該物質に暴露される時間の短縮 

エ 保護具の使用の徹底 

特殊作業（清掃作業）について 

・製造・取扱い設備の清掃（ITO の掻き落と

し回収作業を含む）、集塵機の清掃に関し 

・一般に自動化、密閉化が困難 

・保護具の徹底 

 

 

(3) 作業環境測定等 

ア 測定及び測定結果の評価 

(2) 作業環境測定等 

ア 測定及び測定結果の評価 



  

【最新の有害性情報及び事業者の作業環境の改

善状況を踏まえ、空気中のインジウムの管理す

べき濃度基準を検討】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 評価の結果に基づく措置 

 

【アと同様に検討】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 作業環境測定、個人ばく露測定結果の記録

を 30 年間保管する 

 インジウム・スズ酸化物等取扱い作業が行わ

れる屋内作業場(遠隔操作又は工程の自動化等

により当該作業場所に労働者が通常立ち入らな

い場合を除く。)においては、6 月以内ごとに 1

回、別紙の 1 に示す方法により、空気中のイン

ジウムの濃度を測定するとともに、その測定結

果について別紙の 2 に示す方法により評価し、

単位作業場所の管理区分を決定すること。 

 なお、別紙の 2 の空気中のインジウム及びそ

の化合物の管理すべき濃度基準は、当面、米国

産業衛生専門家会議(ACGIH)等がばく露限界濃

度として提唱している 0.1mg/m3(インジウム

として)とすること。 

イ 評価の結果に基づく措置 

 事業者は、空気中のインジウムの濃度の測定

結果の評価が第 2 管理区分又は第 3 管理区分に

区分された場所については、速やかに次に掲げ

る作業環境を改善するため必要な措置を講じ、

第 1 管理区分となるよう努めること。なお、第

1 管理区分に区分された場所についても、次に

掲げる作業環境を改善するため必要な措置を講

じ、できる限り空気中のインジウムの濃度を低

減させることが望ましいこと。 

 (ｱ) 設備の密閉化の促進 

 (ｲ) 局所排気装置等の性能の強化 

 (ｳ) 労働者のばく露を低減させる作業工程又

は作業方法への変更 

(4) 呼吸用保護具の使用等 

 原則として全ての作業において呼吸用保護具

を使用すること。 

Ex.0.001mg/m3 を達成できた作業場におい

ても保護具の着用を推奨 

Ex.0.01mg/m3の作業場においては、必ず保

護具を着用することとし、保護具なしでの立

ち入りを禁止する旨掲示 

【保護具の種類について最新の製品開発動向を

踏まえ再検討】 

(3) 呼吸用保護具の使用等 

 上記(1)の措置を講じた場合であっても、手持

ち式の動力工具を用いて行う研ま作業のよう

に、作業の態様等から作業環境中の粉じん濃度

にかかわらず個人ばく露濃度が高いと推定され

る作業については、労働者に有効な呼吸用保護

具を使用させること。 

 なお、呼吸用保護具として防じんマスクを用

いる場合、粉じんにオイルミスト等が混在しな

い場合には、防じんマスクの規格(昭和 63 年労



 

 

 

働省告示第 19 号)第 1 条第 3 項に規定する RS

二、RS 三、DS 二、DS 三、RL 二、RL 三、DL

二又は DL 三を使用し、粉じんにオイルミスト等

が混在する場合には、RL 二、RL 三、DL 二又は

DL 三を使用すること。 

 また、空気中のインジウムの濃度の測定結果

の評価が第 1 管理区分の場合であっても、作業

の態様等に応じ、有効な呼吸用保護具を使用さ

せ、又はばく露される作業時間の短縮に努める

こと。 

前述(2)で記述 (4) 清掃等 

 インジウム・スズ酸化物等取扱い作業により

床等に飛散した粉状のインジウム・スズ酸化物

等につい ては、二次発じんの防止のため定期

的に清掃を行うこと(遠隔操作の導入又は工程

の自動化を行った場合を含む。)。また、インジ

ウム・スズ酸化物等の清掃又は装置等の内部に

付着した当該物質の回収に従事する労働者に

は、有効な呼吸用保護具を使用させること。 

２ 健康管理 

(1) 健康診断の実施（時期、頻度等） 

(2) 健康診断の項目 

(3) 健康診断結果の評価とこれを踏まえた対応 

(4) 配置転換後及び離職時健診 

(5) 健康診断結果の保存と通知 

 

３ 労働衛生教育 

 事業者は、本技術的指針、MSDS 等により得

られた情報を基に、関係労働者に対して次の事

項について労働衛生教育を実施すること。 

(1) インジウム・スズ酸化物等の物理化学的性

質 

(2) インジウム・スズ酸化物等の有害作用、ば

く露することによって生じる症状・障害及び＿

ばく露限界濃度の内容 

(3) 作業規程に基づく作業方法 

(4) 呼吸用保護具の使用方法 

(5) 健康診断及びその結果の活用 

(6) その他健康障害を防止するために必要な

事項 

２ 労働衛生教育 

 事業者は、MSDS 等により得られた情報を基

に、関係労働者に対して次の事項について労働

衛生教育を実施すること。 

(1) インジウム・スズ酸化物等の物理化学的性

質 

(2) インジウム・スズ酸化物等の有害作用、ば

く露することによって生じる症状・障害及び

ACGIH 等から提唱されているばく露限界濃度

の内容 

(3) 作業規程に基づく作業方法 

(4) 呼吸用保護具の使用方法 

(5) その他健康障害を防止するために必要な

事項 


